
○1回目の更新後、２回目の更新からは、有効期間満了日の１年前になっても、神奈川県 

からは特段個人様あてのご連絡はいたしません。 

○２回目以降の更新に必要な研修は、更新後（更新前の有効期間満了日以降）実務に就い 

た経験があるかどうかで異なります。こちらをご参照の上、有効期間満了日までにお間 

違えのないよう受講・修了し更新申請してくださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援専門員の２回目以降の資格更新について 

登録都道府県へ更新手続き（有効期間満了日の１年前からしかできません）後、更新完了 

神奈川県登録の方は、神奈川県社会福祉協議会で更新申請を受理した日に遡って交付します。 

申し込み時点で実務に就いており

実務経験が６ヶ月以上である 

更新研修33時間

（専門Ⅰ相当） 

更新のためには専門Ⅱ
又は更新20時間の受
講も必要です 

更新のためには専門Ⅰ又は更
新33時間の受講も必要です 

ＮＯ 
（有効期間満了日の
１年前になったら） 

更新のために
は更新20時間
の受講も必要
です。 
(続けて受講)
 

実務未経験者

向け更新研修

44時間 

（有効期間満了

日の１年前より

受講できます） 

専門研修課程Ⅱ 

（20時間） 

更新研修20時間 

（専門Ⅱ相当） 

更新後 
実務にまったく 
就かなかった場合 

ＹＥＳ 

更新後 
実務に就いた場合 

実務未経験者
．．．．

向け更新研修を 

修了し更新した方（再研修を含む） 

専門研修課程Ⅰ

（33時間） 

ＮＯ 
（有効期間満了日の
１年前になったら） 

ＹＥＳ 

申し込み時点で実務に就いてお

り実務経験が３年以上である 

ただし、旧制度の現任研修専

門課程を修了したことによる

一部科目免除はありません 

専門研修課程Ⅱ 

（20時間） 

更新研修20時間 

（専門Ⅱ相当） 

申し込み時点で実務に

就いており実務経験が

３年以上である 

専門研修または実務経験者
．．．

向け 

更新研修を修了し更新した方 

更新後 
実務にまったく 
就かなかった場合 

更新後 
実務に就いた場合 

ＮＯ 
（有効期間満了日の
１年前になったら） 

ＹＥＳ 

実務未経験者

向け更新研修

44時間 

（有効期間満了

日の１年前より

受講できます） 

更新１回目 

更新２回目 


